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条 例

号外第 1 4 号
平成20年（2008年）４月30日

〒 920-8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所　金 沢 市 役 所
（題字　山出金沢市長）

　金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　平成20年４月30日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　
◉金沢市条例第31号
　　　金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例
　金沢市税賦課徴収条例（昭和25年条例第33号）の一部を次のように改正する。
　第18条第１項第４号中「及び市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人
の定めのあるもの（第３項に規定するものを除く。）」を削り、同条第３項中「廃止したものを含む」の次に「。第29
条第１項の表の第１号において「人格のない社団等」という」を加え、「この節中法人」を「この節の規定中法人の
市民税」に改める。
　第29条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第１項中「法人等（法人及び法人でない社団又は財団で代表
者又は管理人の定めのあるものをいう。以下この節において同じ。）」を「法人」に改め、同項の表を次のように改め
る。

法 人 の 区 分 税　率
⑴　次に掲げる法人
ア　法人税法第２条第５号の公共法人及び法第294条第７項に規定する公益法人等のう
ち、法第296条第１項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの
（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。）

イ　人格のない社団等
ウ　一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人
をいう。以下この号において同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法人（非
営利型法人に該当するものを除く。）
エ　保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又
は出資金の額を有しないもの（アからウまでに掲げる法人を除く。）
オ　資本金等の額（法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２
に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第
45条の３の２に定めるところにより算定した純資産額）をいう。以下この表におい
て同じ。）を有する法人（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行
わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。）で資本金等の額
が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者
（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされ
る役員を含む。）の数の合計数（次号から第９号までにおいて「従業者数の合計数」
という。）が50人以下のもの

年額　５万円
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⑵　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業
者数の合計数が50人を超えるもの

年額　12万円

⑶　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え１億円以下であるもの
のうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額　13万円

⑷　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え１億円以下であるもの
のうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額　15万円

⑸　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１億円を超え10億円以下であるもののう
ち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額　16万円

⑹　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１億円を超え10億円以下であるもののう
ち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額　40万円

⑺　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の
合計数が50人以下であるもの

年額　41万円

⑻　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののう
ち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額　175万円

⑼　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の
合計数が50人を超えるもの

年額　300万円

　第29条第２項中「若しくは第４号」を削る。
　第32条の２第５項中「給与所得に」を「給与所得若しくは公的年金等に係る所得に」に改める。
　第35条の７の見出し並びに同条第１項及び第３項並びに第35条の８の見出し及び同条第１項中「法人等」を「法
人」に改める。
　第39条第５項中「第10条の２の７」を「第10条の２の９」に改める。
　第118条第２項中「から第28項まで、第30項、第31項、第33項又は第36項から第38項まで」を「、第24項、第26
項、第27項、第29項又は第31項から第33項まで」に改める。
　附則第６条の２第３項中「申告書」を「市民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め、「市長に提出した場合
（」の次に「市民税の納税通知書が送達された後に市民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場合におい
て、当該納税通知書が送達される時までに市民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出されなかったことについ
て、市長においてやむを得ない理由があると認めるとき又は」を加える。
　附則第９条の２の見出し中「法附則第16条第５項から第８項まで、第11項及び第12項」を「法附則第15条の８第３
項から第５項まで並びに第15条の９第１項、第４項、第５項、第９項及び第10項」に改め、同条第１項中「附則第16
条第５項」を「附則第15条の８第３項」に改め、同条第２項中「附則第16条第６項」を「附則第15条の８第４項」に
改め、同条第３項中「附則第16条第７項」を「附則第15条の８第５項」に改め、同条第４項中「附則第16条第８項」
を「附則第15条の９第１項」に改め、同項第６号中「提出できなかった」を「提出することができなかった」に改
め、同条第５項中「附則第16条第11項」を「附則第15条の９第４項」に、「同条第12項」を「同条第５項」に、「同条
第11項に規定する改修工事」を「同条第４項に規定する居住安全改修工事」に改め、同項第５号及び第６号中「改
修工事」を「居住安全改修工事」に改め、同項第７号中「改修工事」を「居住安全改修工事」に、「提出できなかっ
た」を「提出することができなかった」に改め、同条に次の１項を加える。
６　法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分について、これらの規
定の適用を受けようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲
げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第８項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
⑴　納税義務者の住所及び氏名又は名称
⑵　家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積
⑶　家屋の建築年月日及び登記年月日
⑷　熱損失防止改修工事が完了した年月日
⑸　熱損失防止改修工事に要した費用
⑹　熱損失防止改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、３月以内に提出するこ
　とができなかった理由
　附則第９条の３第１項第２号中「附則第16条第５項」を「附則第15条の８第３項又は第５項」に改め、「前条第１
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項第２号」の次に「又は第３項第２号」を加え、同項第３号中「附則第16条第５項」を「附則第15条の８第３項から
第５項まで」に、「又は第２項第３号」を「、第２項第３号又は第３項第３号」に改め、同条第２項中「前条」を
「前条第１項から第３項まで」に改める。
　附則第19条中「第14項、第15項、第32項、第34項、第38項、第41項、第42項、第44項、第45項、第47項から第52項
まで、第55項若しくは第57項」を「第13項、第28項、第30項、第34項、第37項、第38項、第40項、第41項、第43項か
ら第48項まで、第51項若しくは第53項から第58項まで」に、「第36項から第38項まで」を「第31項から第33項まで」
に改める。
　附則第21条の３第１項中「附則第35条の３第11項」を「附則第35条の３第９項」に、「附則第18条の６第22項」を
「附則第18条の６第17項」に改め、同条第２項中「。第８項において同じ」を削り、同条第３項中「附則第35条の３
第14項」を「附則第35条の３第12項」に改め、同条第４項中「及び附則第21条の２の３」を削り、「附則第21条の２
第１項中「計算した金額（」とあるのは」を「同項中「計算した金額（」とあるのは、」に改め、「と、附則第21条
の２の３中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（附則第21条の３第３項の規定の適用がある場合には、そ
の適用後の金額。」」を削り、同条第７項及び第８項を削る。
　　　附　則
　（施行期日）
第１条　この条例は、公布の日から施行する。
　（個人の市民税に関する経過措置）
第２条　別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の
市民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人の市民
税については、なお従前の例による。
２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の金沢市税賦課徴収条例（以下「旧条例」という。）附
則第21条の３第７項の市民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項
に規定する特定株式については、同項及び同条第８項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条
第７項中「平成21年３月31日」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第21号）の公布の
日前」とする。
３　施行日から平成22年３月31日までの間における新条例附則第21条の３第４項の規定の適用については、同項中
「の規定の適用について」とあるのは「及び附則第21条の２の３の規定の適用について」と、「同項」とあるのは
「附則第21条の２第１項」と、「とする」とあるのは「と、附則第21条の２の３中「計算した金額（」とあるのは
「計算した金額（附則第21条の３第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。
（法人の市民税に関する経過措置）
第３条　別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成20年４月１日以後に開始
する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に
開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の
例による。
２　旧条例第18条第１項第４号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の市民税
　の均等割については、なお従前の例による。
３　新条例第29条の規定（同条第１項の表の第１号アに掲げる法人に係る部分に限る。）は、平成20年度分以後の年
度分の法人の市民税の均等割について適用し、旧条例第29条第１項の表の第１号中法人税法第２条第５号の公共法
人及び同条第６号の公益法人等（防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組
合、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動
促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する法人を含む。）で均等割のみを課されるものに対して課す
る平成19年度分までの法人の市民税の均等割については、なお従前の例による。
４　施行日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）の施行の日の前日までの間にお
　ける新条例第29条第１項の規定の適用については、同項の表の第１号中

ウ　一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人
をいう。以下この号において同じ。）に該当するものを除く。）及び一般財団法人（非
営利型法人に該当するものを除く。）

「
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とする。

とあるのは、

平成20年（2008年）４月30日　印刷　　　発行人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　　沢　　　市
平成20年（2008年）４月30日　発行　　　発行所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　沢　市　役　所
　　　　　　　　　　定価　120円　　   印刷所　石川県金沢市黒田１丁目65番地　　　　 カネモト印刷（株）

エ　保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又
は出資金の額を有しないもの（アからウまでに掲げる法人を除く。）
オ　資本金等の額（法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２
に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第
45条の３の２に定めるところにより算定した純資産額）をいう。以下この表におい
て同じ。）を有する法人（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行
わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。）で資本金等の額
が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者
（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされ
る役員を含む。）の数の合計数（次号から第９号までにおいて「従業者数の合計数」
という。）が50人以下のもの

」

ウ　保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又
は出資金の額を有しないもの（ア及びイに掲げる法人を除く。）

エ　資本金等の額（法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の２
に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第
45条の３の２に定めるところにより算定した純資産額）をいう。以下この表におい
て同じ。）を有する法人（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行
わないもの及びウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。）で資本金等の額
が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者
（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされ
る役員を含む。）の数の合計数（次号から第９号までにおいて「従業者数の合計数」
という。）が50人以下のもの

「

」
　（固定資産税に関する経過措置）
第４条　新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19
　年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
　（都市計画税に関する経過措置）
第５条　新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19
　年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。


